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１．都市計画の目標 

１）都市づくりの基本理念 

①千葉県の基本理念 

本県では、人口減少や少子高齢化の進展、首都圏中央連絡自動車道（以下、「圏

央道」という。）等の広域道路ネットワークの波及効果、防災性の向上、低炭素

社会の構築、豊かな自然環境の保全等、都市を取り巻く社会経済情勢の変化や、

それに伴う様々な課題に対応した都市計画の取組が必要となっている。 

 
このような状況を踏まえ、本県の今後の都市づくりは、「人々が集まって住み、

活力あるコミュニティのある街」「圏央道等の広域道路ネットワークの波及効果

により活性化する街」「人々が安心して住み、災害に強い街」「豊かな自然を継

承し、持続可能な街」の４つの基本的な方向を目指して進めていく。 

 
「人々が集まって住み、活力あるコミュニティのある街」 

  低未利用地や既存ストック等を活用しながら、公共公益施設等の生活に必要な施

設を駅周辺や地域拠点に集積させ、公共交通等によりアクセスしやすいコンパクト

な集約型都市構造とし、地域コミュニティが活性化したまちづくりを目指す。 
 
「圏央道等の広域道路ネットワークの波及効果により活性化する街」 

  広域道路ネットワークの整備を進めるとともに、インターチェンジ周辺等にふさ

わしい物流等の新たな産業集積を図り、雇用や定住の促進により、地域の活性化を

目指す。 
 
「人々が安心して住み、災害に強い街」 

  延焼火災を防ぎ緊急輸送路となる幹線道路、様々な災害に対応するための避難路

や公園等のオープンスペース等の整備・確保、河川や都市下水路等の治水対策、密

集市街地の解消等を進め、安全性、防災力を向上させた都市の形成を目指す。 
 
「豊かな自然を継承し、持続可能な街」 

身近な自然環境を保全・創出し、景観に配慮した良好な居住環境の形成や低炭

素社会に配慮した持続可能なまちづくりを目指す。 
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②本区域の基本理念 

本区域は、千葉県の北西部、都心から２０ｋｍ圏に位置する。西は江戸川を

境に東京都葛飾区、江戸川区、埼玉県三郷市に接し、南は市川市、東に鎌ケ谷

市、東から北にかけて柏市、流山市と接しており、首都圏整備法に基づく近郊

整備地帯に指定されている。 

本区域は、水戸街道の宿場町として、また、舟運交通の要衝として栄えてき

た。市制を施行した昭和１８年の人口は４万人程度であり、昭和３０年代の半

ばまでは農業主体のまちとして緩やかな人口の増加傾向をたどってきた。 

その後、高度経済成長に伴い、東京に隣接する地理的な条件から、団地整備

や土地区画整理事業の進展とともに、人口規模において飛躍的な伸びを見せた。

人口は、平成２年以降は緩やかに増加を続け、平成２２年に約４８万５千人に

至り、その後横ばいで推移している。 

本区域は、このような人口動向の中、６路線２３駅の鉄道駅等を中心に市街

地が形成されてきた。今後は、人口減少や少子高齢化の進展を見据えながら、

以下の方針により、自然的、社会的に均衡のとれた「住んでよいまち、訪ねて

よいまち」の形成を図ることとする。 

ⅰ 駅や商店街の利便性を生かすよう交通環境等の整備を行う。また、住宅市

街地においては生活基盤の整備、超高齢社会に対応したユニバーサルデザイ

ンによる都市づくりや都市の防災性の向上、良好な景観の保全・形成等、身

近な暮らしの環境が充実した都市を目指す。 

ⅱ 貴重な景観資源である河川や樹林地等の自然環境や歴史資源を保全・活用

しながら、それらへの関心の高まりに対応した生活空間やレクリエーション

の場を整備し、水・みどり・歴史資源を大切にする都市づくりを目指す。 

ⅲ 現在の鉄道網における交通利便性の高さを生かし、環境負荷の軽減に配慮

した公共交通網の一層の充実を図る。また、自動車交通についても広域道路

網の整備と連携した市内道路網の整備を図り、交流を支える環境にやさしい

交通体系を備える都市づくりを目指す。 
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ⅳ 広域的な拠点の形成や、新たな産業の進出の可能性を配慮し、多様な活動

や広域的な交流を可能とする活力ある都市づくりを行うために、交流拠点の

育成・整備や産業活動のための環境整備を進めるとともに、戦略的な企業誘

致による産業の集積を促進することで、活力と交流をもたらす産業環境を整

える都市づくりを目指す。 

ⅴ 住民・事業者・行政等がそれぞれの役割を自覚し、互いに分担し、密に連

携・協力し合いながら、都市づくりを進めていく多様な都市づくりのパート

ナーシップを推進する。 
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２）地域毎の市街地像 

本区域は、６路線２３駅の鉄道網が整備されており、それらの駅を中心とし

た生活圏が形成されている。今後は、さらに、各駅周辺にそれぞれの生活圏の

地域特性に応じた都市機能の集積を図り、拠点となる核の形成を目指すととも

に、各拠点間のネットワークを強化し、各地域の核を連携することで、本区域

の地域特性を生かした集約型都市構造の構築を推進する。 

 

○中心市街地地域（松戸駅周辺） 

本地域は、歴史的な中心性、行政機能や商業機能の集積、交通結節点とし

てのポテンシャル等を考慮して、住民の多様なニーズに応える魅力を備えた

環境等を整える。また、快適で歩きやすい歩行者空間の整備、既存の歴史資

源や河川・緑の自然資源の活用、魅力あるまち並みの形成等により、うるお

いあふれた回遊性の高い空間を確保する。 

 

○交流拠点地域（新松戸駅、八柱駅、東松戸駅周辺） 

本地域は、駅周辺の高度利用や商業機能の誘導を図り、交通基盤の整備に

よる交通結節機能の強化や質の高い空間づくりに取り組むとともに、それぞ

れの地域の特性を生かしたまちづくりを進める。 

 

○その他の各駅周辺等地域 

その他の各駅周辺や良好な市街地が形成されている地域についても、コン

パクトな市街地の形成を基本としながら、それぞれの地域としての特性を考

慮し、交通基盤の整備や安全・快適な歩行者空間づくり、商業機能の立地誘

導等を進め、個性的で魅力あるまちに育成する。 
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２．区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針 

１）区域区分の決定の有無 

本都市計画区域に区域区分を定める。なお、区域区分を定めるとした根拠は

以下のとおりである。 

首都圏整備法に基づく近郊整備地帯に位置する本区域は、区域区分を定める

ことが法的に義務づけられている。また、昭和４４年に現行の都市計画法が施

行されたことに伴い、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街地の整備と農業

や自然環境との調和と保全を図るため、区域区分を定めてきた。この結果、そ

の後の計画的な市街地整備の進展や良好な都市環境形成に大きな効果をもた

らしてきた。 

本区域の昭和３０年代中頃からの急激な人口増加は、平成２年以降緩やかに

なり、現在においては概ね横ばいとなっているが、世帯数は依然として増加傾

向にあり、本区域の位置的特性と公共交通の利便性の高さからも市街化の傾向

は強い。 

このため、優良な農地として保全すべき区域、自然環境上保全すべき区域等

の無秩序な市街化を防止するとともに、鉄道駅を中心とした集約型都市構造の

形成を図るため、本区域においては、引き続き区域区分を継続する。 
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２）区域区分の方針 

①おおむねの人口 

    本区域の将来におけるおおむねの人口を次のとおり想定する。 

 

区分          年次 平成２２年 平成３７年 

 

都市計画区域内人口 約 485千人 おおむね 481千人 

市街化区域内人口 約 464千人 おおむね 460千人 

なお、平成３７年においては、上表の外に千葉県全体で保留人口が想定され

ている。 

 

②産業の規模 

  本区域の将来における産業の規模を次のとおり想定する。 

 
区分      年次 平成２２年 平成３７年 

 

 生 
 産 
 規 
 模 

工業出荷額 約 4,028億円 おおむね 6,100億円 

卸小売販売額 約 7,666億円 おおむね 8,180億円 

 就 
 業 
 構 
 造 

第一次産業 
約  1.7千人 
(  0.8％) 

おおむね   2.0千人 
(   0.9％) 

第二次産業 
約 39.5千人 
( 18.8％) 

おおむね  49.0千人 
( 21.9％) 

第三次産業 
約 168.6千人 
( 80.4％) 

おおむね  172.6千人 
(  77.2％) 

なお、平成３７年においては、上表と合わせ千葉県全体で産業の規模が想定

されている。 
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③市街化区域のおおむねの規模及び現在市街化している区域との関係 

本区域における人口、産業の見通しに基づき、かつ市街化の現況及び動向を

勘案し、平成３７年時点で市街化している区域及び当該区域に隣接し、おおむ

ね１０年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域とす

ることとし、市街化区域のおおむねの規模を次のとおり想定する。 

 

年   次 平成３７年 

 
市街化区域面積 おおむね 4,444 ｈａ 

（注）市街化区域面積は、平成３７年時点における人口の保留フレームに対応

する市街化区域面積を含まないものとする。 
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３．主要な都市計画の決定の方針 

１）都市づくりの基本方針 

①集約型都市構造に関する方針 

本区域には、２３の駅が配置され、各駅を中心とした市街地が形成されてい

ることから、それらを拠点とした多極ネットワーク型の集約型都市構造を目指

している。 

特に、本区域の中心市街地である松戸駅周辺地区については、本区域の都心

にふさわしい広域的な商業・業務機能及び文化機能の集積を図り、地下鉄１１

号線の延伸も視野に入れながら都市交通機能の強化に併せ、拠点的な市街地整

備を図る。また、地区内に分散している公共施設を再編し、核となる施設を誘

導することで更なる集約型都市構造の実現を目指す。 

また、本区域は超高齢社会を迎え、今後は多様な世代が生き生きと豊かに暮

らすことのできる生活環境の整備が求められており、バリアフリーやユニバー

サルデザインに配慮しながら、公共施設や道路・駅等の交通基盤の整備・改善

により「徒歩生活圏」の形成を図り、安全・安心、快適でコンパクトな市街地

の形成を目指す。 

 

②広域幹線道路の整備に対応した業務機能等の誘導に関する方針 

本区域においては、東京外かく環状道路の整備が進められているほか、東京

外かく環状道路に接続し、本区域の南部を横断する北千葉道路も計画されてい

るなど、広域的な幹線道路網が形成されつつある状況にある。これらの沿道や

主要な道路との接続部周辺においては、本区域の産業構造や地域の特性を考慮

した上で、広域的な交通利便性を生かし、物流機能や業務機能等の計画的な誘

導・集積を図り、雇用の促進等地域の活性化につなげる。 
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③都市の防災及び減災に関する方針 

災害に強いまちを形成するため、災害時に緊急輸送路や避難路となる幹線道

路や生活道路の整備、火災発生時に延焼抑制・遅延効果が期待されるオープン

スペースや緑地等の確保、また、避難場所等の防災拠点の整備等を進める。特

に住宅が密集している地区で道路等の基盤整備が整っていない地区において

は、地域住民の意向等を踏まえながら、基盤整備やオープンスペースの確保等

を図り防災性を高める。 

特に、松戸駅周辺地区は本区域の中心市街地であり、多くの人が集まり賑わ

いのある地区であることから、災害時の避難場所等となる防災拠点の形成に努

める。 

また、北小金駅周辺地区や六実駅周辺地区については、市街地再開発事業等

により敷地の共同化や都市基盤施設の整備、オープンスペースの創出を行うこ

とで防災性の向上に努める。 

このほか、土砂災害の恐れのある区域においては、開発行為や建築物の立地

等の抑制に努める。近年頻発する集中豪雨等による都市型水害に対しては、山

林や農地等を保全することにより、流域が本来有している保水遊水機能の確保

に努める。 

 

④低炭素型都市づくりに関する方針 

低炭素型都市づくりを実現するため、集約型都市構造の形成や公共交通の充

実及び利用促進を図るとともに、公共施設や民間建築物において省エネルギー

設備の普及促進に努め、エネルギー利用の効率化を促すことにより、環境負荷

を抑制し持続可能な低炭素型都市づくりを推進する。 

また、自然環境の保全や市街地における緑の保全・整備等に努め、ヒートア

イランド現象の緩和や二酸化炭素の吸収・固定等により環境の改善を図る。 
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２）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

①主要用途の配置の方針 

ａ業務地  

松戸駅周辺は、本区域の中心市街地として行政機関等の業務機能が集積し

ている地区であり、今後も業務機能の集積を図る地区として業務地を配置す

る。 

 

ｂ商業地  

本区域の中心市街地である松戸駅周辺は、歴史的な中心性、広域的な商業

地としての機能の集積、交通結節点としての利便性から、商業・業務・文化・

住宅等の機能が高度に集積した広域的な中心商業地として配置する。 

新松戸、八柱、東松戸の各駅周辺については交通結節点としての利便性を

生かし、交流拠点としてふさわしい商業基盤の整備・育成を図る商業地とし

て配置する。 

また、その他主要な駅周辺や市街地形成の経緯によって商業施設の集積が

みられる地区について、交通基盤の整備や適切な高度利用、日常生活に必要

な商業機能の誘導等により、生活拠点として賑わいのある商業空間を形成す

る商業地として配置する。 

 

   ｃ工業地 

北松戸、稔台、松飛台の工業団地とその周辺等については、産業構造の転

換等も考慮しながら、付加価値の高い製品の製造業の誘導・集積を図り、生

産機能等の維持・充実に努める地区とし、本区域の工業地として配置する。 
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  ｄ住宅地 

   ア．専用住宅地 

駅や幹線道路からやや離れた位置にあって、住宅地に特化した地区に

ついては、周辺環境と調和しない用途や形態の建物の混在を防止して、

安全・安心で快適な居住環境を確保する住宅地として配置する。 

 

イ．一般住宅地 

駅周辺商業地の後背部については、その利便性を生かしながら、中高

層主体の住宅地を配置する。 

幹線道路沿道等については、住宅を中心としながら、日常の生活利便

性を高める商業施設を一部許容する住宅地として、良好な居住環境を確

保する。 

 

②市街地における建築物の密度の構成に関する方針 

ａ商業・業務地 

本区域は、鉄道駅を中心としたコンパクトな生活圏の集合体を都市の基本

構造とし、駅周辺の商業・業務地においてはその利便性を生かしながら、地

域として必要な機能の集積を図る地区として、高密度利用を図る。 

 

ｂ住宅地 

本区域の住宅地については、良好な居住環境の形成を図るため、低層・低

密度利用を基本とするが、中高層の住宅地の形成が進んでいる常盤平地区、

牧の原地区、小金原地区及び新松戸地区等については、引き続き高密度利用

を図る。さらに、各駅に近接し交通至便な、東日本旅客鉄道常磐線及び国道

６号周辺のゾーン、新京成電鉄新京成線及び都市計画道路３・４・１７号稔

台六実線周辺のゾーン、北総鉄道北総線の各駅周辺についても、高密度利用

を図る。 
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③市街地における住宅建設の方針 

ａ住宅建設の目標 

本区域においては、住宅ストックは量的に充足しているものの、老朽化し

た住宅等が増加傾向にある。このため、良質な住宅ストックを形成し、誰も

が安全で安心して住み続けられる住まいづくりを進める。 

これにあたっては、千葉県住生活基本計画に定める誘導居住面積水準の達

成世帯数の一層の向上を目指すとともに、できるかぎり早期に、すべての世

帯が最低居住面積水準を確保できるよう努める。 

また、将来にわたって良好な住宅や居住環境を維持し続けるため、環境に

配慮した住宅等、次世代に継承できる住まいづくりを進める。 

住宅建設では、本格的な少子高齢化社会を迎えるにあたり、生活支援、子

育て支援、医療、教育等の様々な機能が充実した災害に強く犯罪の少ない居

住環境の整備を図る。 

 

ｂ住宅建設のための施策の概要 

住宅建設の方針を実現するため、次の施策の展開に努める。 

ア．住宅セーフティネットの充実を図るため、公共賃貸住宅の有効活用、民

間賃貸住宅を活用した居住の安定の確保等の促進を図る。 

イ．良質な住宅ストックと良好な居住環境の形成を推進するため、既存住宅

の耐震化、良質で長期使用が可能な住宅の建設、マンションの長寿命化と

建替えの円滑化を促進する。 

ウ．良質な住宅の供給のため、開発許可制度等の適切な運用により良好な居

住環境の形成及び快適な都市環境を備えた市街地の形成を図る。 

エ．環境負荷の低減を図るため、住宅における省資源化、省エネルギー化、

緑化等の促進を図る。 

オ．住まいに関する情報を提供するため、情報の提供や相談支援体制の一層

の充実を図る。 
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④特に配慮すべき問題等を有する市街地の土地利用の方針 

  ア．土地の高度利用に関する方針 

松戸駅周辺地区は、本区域の中心市街地としてふさわしい広域的な商

業・業務機能、文化機能及び居住機能の集積を図る地区として、市街地再

開発事業等を促進し土地の高度利用を図る。 

本区域の主要な地区拠点である新松戸駅周辺地区、八柱駅周辺地区、東

松戸駅周辺地区、北小金駅周辺地区及び六実駅周辺地区は、商業・業務機

能等の集積を図る地区として、地区の特性に応じた高度利用を図る。 

 

イ．用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

工業団地の周辺など住宅と工場が混在する地区については、現況及び推

移を勘案し、適切な土地利用への転換等を図り、住宅と工場の共存に努め

る。 

 

ウ．居住環境の改善又は、維持に関する方針 

松戸地区、馬橋・北松戸地区、北小金・新松戸地区、稔台・八柱地区及

び六実地区等は、都市基盤施設の充実やオープンスペースの確保等を図る

ため、総合的な環境整備を行い、良好な市街地の形成を図る。 

また、常盤平、小金原地区等についても、都市基盤施設等の適切な改善

や新たな魅力づくりに努める。 

防災、衛生、景観等において課題となる空き家等については、空き家対

策特別措置法に基づき適正な管理を促すなどし、居住環境の改善や維持を

図る。 
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エ．市街化区域内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針 

本区域内の台地や低地、谷津で形成された地形にある緑豊かな矢切・栗

山地区等の斜面緑地や小金宿・松戸宿等の歴史風土を形成している社寺の

緑地、生産緑地等、市街地内に多数残された緑の保全に努める。さらに、

これらの周辺においても建築物や工作物の配置、外観、色彩等については、

景観計画や地区計画制度の活用等により、豊かな緑の景観との調和に配慮

した誘導を図る。また、矢切・栗山地区の斜面緑地については、特別緑地

保全地区の指定を行うことで、樹林地の確実な保全を図る。 

松戸神社や戸定邸、東漸寺、本土寺等の歴史的、文化的な建造物は重要

な景観要素であるため、大切に継承していくとともに、これらの周辺では、

歴史と文化の感じられる豊かな景観を形成するために建築物や工作物の配

置、外観、色彩等との調和に配慮し、魅力あふれるまち並み景観の形成に

努める。 

 

⑤市街化調整区域の土地利用の方針 

ア．優良な農地との健全な調和に関する方針 

本区域の約１／４を占める市街化調整区域は、農地、樹林地等の自然的

な土地利用がおおよそ半分を占め、住民にうるおいとやすらぎを与える貴

重な空間となっているため、その保全を基本とする。特に、貴重で優良な

農地や、圃場・農道、用排水路等の整備のなされている集団農地等につい

てはその保全を図る。 

 

イ．災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

浸水想定区域に指定されている地区については、溢水や湛水等による災

害の発生の恐れがあるため、市街化の抑制に努める。急傾斜地など土砂災

害の恐れのある区域については、土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の指

定により、開発行為の制限等を図り、安全性を確保する。 
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ウ．自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

すぐれた自然の風景を維持し、都市の環境にも大きな役割を果たしてい

る江戸川河川敷の保全に努める。また、良好な自然環境を形成している樹

林地についても保全に努める。 

本区域南部の矢切地区においては、低地部の農地、江戸川や坂川といっ

た特徴的な景観や観光資源を保全・活用するとともに、市内外の人々が交

流できる拠点の形成に努める。 

 

エ．秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 

千葉県全体で平成３７年の計画人口フレームの一部が保留されている。

ついては、計画的な市街地整備の見通しが明らかになった地区について、

保留された人口フレームの範囲の中で農林漁業等との必要な調整を図りつ

つ市街化区域に編入する。 
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３）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

①交通施設の都市計画の決定の方針 

ａ基本方針 

ア．交通体系の整備の方針 

本区域は千葉県の北西部に位置し、県境である江戸川を隔てて東京都

及び埼玉県に隣接している。本区域の広域的な道路網は、区域をほぼ南

北に走る国道６号を主軸とし、松戸駅周辺地区を中心に国道４６４号及

び主要地方道松戸野田線、市川松戸線、一般県道松戸鎌ケ谷線、松戸原

木線等が放射状に構成している。これらを補完または強化する形で本区

域の都市活動を支える重要な都市施設として、都市計画道路網が決定・

整備されている。 

公共交通網としての鉄道は、東日本旅客鉄道常磐線を主軸に新京成電

鉄新京成線や流鉄流山線が枝状に、東日本旅客鉄道武蔵野線が本区域を

南北に、東武鉄道東武野田線が本区域の東端を、北総鉄道北総線・京成

電鉄成田空港線（成田スカイアクセス）が南部を走っており、通勤・通

学をはじめとする交通需要に加え、東京国際空港や成田国際空港へのア

クセスに大きな役割を果たしている。一方、地下鉄１１号線の松戸まで

の延伸が検討されている。また、本区域においては、鉄道を補完する公

共交通として、バス路線網が整備されている。 

本区域の交通をとりまく環境は、首都東京に隣接する地理的な条件か

ら通過交通量が多く、現況の道路網では、将来的にも混雑度は依然高い

状況となることが予測されている。 

このような状況を踏まえ、健全な都市生活のための空間機能や円滑な

移動のための交通機能を確保するため、本区域の交通体系の整備の基本

方針を次のように定める。 

・広域交通体系の整備と地域交通体系の整備を積極的に進めるとともに、

有機的結合に努める。 
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・公共交通と自動車交通との適正な機能分担を図る交通体系の確立に努

める。 

・道路網の段階構成と居住環境を保全する交通体系の確立に努める。 

・市街地における安全で快適な歩行者空間の確保のため、歩道のバリア

フリー化等の推進を図る。 

・鉄道等との結節を強化するための駅前広場及び駅前線の整備を図る。 

なお、長期未着手の都市計画道路については、社会情勢の変化や地域

の状況を勘案して、その必要性や既存道路による機能代替の可能性等を

検証し、見直しを行う。 

 

イ．整備水準の目標 

【道 路】 

都市計画道路については、現在、市街地面積に対し約1.3㎞／km2（平成

２２年度末現在）が整備済みであり、引き続き、交通体系の整備の方針

に基づき、地域の実情に応じて効率的に整備を進める。 

 

【駐車場】 

駐車場については、既存駐車施設の有効利用を図るとともに、駐車需

要の高い商業地において整備することを目標とし、公共と民間の適正な

役割分担のもと、計画的な整備に努める。 

 

ｂ主要な施設の配置の方針 

ア．道路 

本区域の道路網の整備は、基本方針に基づき区域内での交通需要や通

過交通等に対応した交通機能の確保及び道路が有する土地利用や空間機

能に対する影響力を積極的に評価し、次の方針により道路網の整備・充

実を図り道路の骨格の強化に努める。 
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ⅰ．東京方面との連携や、環状方向の都市との連携を図るために広域的な

幹線道路として、１・３・１号高速外かく環状線、３・１・１号外かく

環状線、３・１・２号馬橋五香六実線、３・１・３号高塚新田線、３・

１・４号串崎新田線及び３・４・１０号松戸国道６号線の整備を進める。 

ⅱ．放射方向の幹線道路として、３・３・５号松戸栗ケ沢線、３・４・９

号宮前大橋線、３・４・１１号岩瀬七右衛門新田線、３・４・１６号葛

飾橋矢切線、３・４・１７号稔台六実線及び３・４・２０号岩瀬串崎新

田線の整備を進める。 

ⅲ．環状方向の幹線道路として、３・３・６号三矢小台主水新田線及び３・

３・７号横須賀紙敷線の整備を進める。 

ⅳ．地域交通を担う道路においては、接続する幹線道路と一体となった整

備を進め、道路網の段階構成の確立に努める。 

また、鉄道の主要駅については、公共交通網が十分な機能を発揮でき

るよう、幹線道路や駅前広場等の整備に努める。 

 

イ．鉄道 

本区域における公共交通網を生かし、東京方面のアクセスや広域的な

交流に対応した誰もが自由に移動でき、環境の負荷も小さい公共交通ネ

ットワークを確立する。 

東日本旅客鉄道常磐線・武蔵野線の輸送力の向上に努めるとともに、

地下鉄１１号線松戸延伸の促進を図る。 

また、東武鉄道東武野田線、新京成電鉄新京成線、北総鉄道北総線等

については、本区域の公共交通として、利便性の向上を図る。 
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ウ．駐車場 

・自動車駐車場 

ⅰ基本方針 

本区域の中心商業・業務地である松戸駅周辺や、交流拠点として位

置づけている新松戸駅周辺、八柱駅周辺及び東松戸駅周辺においては、

「松戸市における駐車施設整備に関する基本計画」に基づき駐車場の

整備や既存駐車場の有効活用等、総合的な駐車施策を官民一体となっ

て取り組む。 

ⅱ整備方針 

「松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」の適用に

より、駐車施設整備の推進を図る。また、不特定多数の利用者を対象

とした公共的駐車場については、都市計画駐車場である松戸駅西口地

下駐車場の維持・充実を図る。 

 

・自転車駐車場 

鉄道の各駅を中心に駐車需要に対応した市営有料駐輪場の整備を積極

的に行うとともに、民間による自転車駐車場整備に対する補助を進める。

また、「松戸市自転車の放置防止に関する条例」等の徹底により、駅前

広場や歩道等の機能に支障を来さないように努める。 
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ｃ主要な施設の整備目標 

    おおむね１０年以内に整備を予定する施設等は、次のとおりとする。 

 
主要な施設         名   称   等 

 

 

 

 

道 路・ 

駅前広場 

 ・駅周辺の交通機能の向上 

   都市計画道路３・４・２３号五香松飛台線 

       

 ・市内各拠点の連絡強化 

   都市計画道路３・３・６号三矢小台主水新田線 

   都市計画道路３・３・７号横須賀紙敷線 

   都市計画道路３・４・３５号和名ケ谷紙敷線 

         

 ・広域的連絡機能強化 

   都市計画道路１・３・１号高速外かく環状線 

   都市計画道路３・１・１号外かく環状線 

   都市計画道路３・１・３号高塚新田線 

   都市計画道路３・１・４号串崎新田線 

   都市計画道路３・４・１２号紙敷高塚線 

   都市計画道路３・４・１６号葛飾橋矢切線 

   都市計画道路３・４・１７号稔台六実線 

     

・駅前広場 

    都市計画道路３・５・３２号松戸駅東口線 

   都市計画道路３・６・３３号松戸駅西口線（再整備） 

（注）おおむね１０年以内に着手予定及び施行中の施設等を含むものとする。 

 

②下水道及び河川の都市計画の決定の方針 

ａ基本方針 

ア．下水道及び河川の整備の方針 

【下水道】 

本区域における都市化の進展に伴い、公衆衛生の保持、浸水防止及び

生活様式の改善等の生活環境の向上を図ることが必要であり、一方では、

水資源の確保及び自然環境の保護等の面から広域的な公共用水域の水質

保全を図っていくことが非常に重要な課題となってきている。 

よって、汚水については、流域別下水道整備総合計画に基づき、本区

域の大半は江戸川左岸流域下水道計画に、東端に位置する六実地区等は



  21

手賀沼流域下水道計画に、各々十分な整合を図りながら流域関連公共下

水道として整備を行うものとする。 

また、雨水については、浸水地区の解消を図るよう整備を進めること

を基本方針とする。 

【河 川】 

本区域の主な河川は、一級河川として江戸川、坂川、新坂川及び国分

川等１１河川があり、準用河川としては、長津川、春木川、上大津川を

含む９河川が指定されている。 

これらの河川は、本区域の雨水排除の重要な役割を果たしているが、

近年の都市化の進展に伴い、降雨時における流出量の増加が著しく、相

対的に治水安全度が低下しつつある。このことから、今後も継続的に市

街化に対応した河川整備を積極的に推進し、山林や農地等を保全するこ

とにより、流域が本来有している保水遊水機能の確保に努める。また、

雨水貯留浸透施設の整備等、水循環に配慮した総合的な治水対策を講じ

つつ、地域特性に即した水辺環境整備を含めた河川の整備を進めること

を基本方針とする。 

 

イ．整備水準の目標 

【下水道】 

２０年後には、市街化区域についてはおおむね整備を完了し、市街化

調整区域についても優先度の高い地区から整備を進めていくことを目標

とする。なお、汚水処理施設については、「千葉県全県域汚水適正処理

構想」に基づき、施設の整備を進める。 

【河 川】 

本区域の河川の整備水準は、河川ごとに定められる計画規模に基づく

ものとする。 
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ｂ主要な施設の配置の方針 

ア．下水道 

本区域の下水道は、江戸川左岸流域下水道及び手賀沼流域下水道の流

域関連公共下水道として分流式にて整備を進める。 

江戸川左岸流域下水道は、江戸川幹線及び松戸幹線に関連する市街化

区域に重点をおいて汚水幹線及び枝線の整備を進める。その進捗状況に

併せ、市街化調整区域についても優先度の高い地区から整備を進める。 

また、金ケ作処理区を江戸川左岸流域下水道へ編入し、効果的な水質

保全を図る。 

一方、手賀沼流域下水道は市街化区域の整備はほぼ完了しているが、

その他の未整備地区についても同様に整備を進める。 

雨水排水については、放流先河川の改修事業の進捗と十分調整を図り

ながら、既成の市街地の中で排水に支障を来している地区を中心に、公

共下水道の雨水施設として整備を進める。 

イ．河 川 

整備水準の目標を達成するため、坂川、新坂川、派川坂川及び国分川

の河川改修事業の促進に努める。 

また、本区域の南部は、真間川流域整備計画の対象となっていること

から、当計画に合わせた治水上の対策を積極的に進める。 

さらに、各流域の有する従来の保水遊水機能に配慮し、雨水貯留浸透

施設の設置等の流出抑制策を講じ、河川に対する流出量の軽減や、流水

の正常な機能の維持に努める。 
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ｃ主要な施設の整備目標 

    おおむね１０年以内に整備を予定する施設等は、次のとおりとする。 

 
 都市施設           名   称   等 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道 

・江戸川左岸流域下水道 

松戸幹線 

 

・江戸川左岸流域関連公共下水道 

幸谷、二ツ木、八ケ崎、根木内、栄町、古ケ崎、小

金、大谷口、上本郷、松戸新田、千駄堀、栗ケ沢、

金ケ作、河原塚、稔台、日暮、田中新田、牧の原、

五香西、五香南、松飛台、串崎新田、二十世紀が丘、

大橋、秋山及び高塚新田地区の汚水管渠建設 

 

春木川西部、平賀及び長津川排水区の雨水管渠建設 

 

・手賀沼流域関連公共下水道 

五香南、六実、六高台及び松飛台地区の汚水管渠建

設 

河 川 ・一級河川  坂  川 

・一級河川  新坂川 

・一級河川  派川坂川 

・一級河川  国分川 

・準用河川  春木川 

 

（注）おおむね１０年以内に着手予定及び施行中の施設等を含むものとする。 
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③その他の都市施設の都市計画の決定の方針 

ａ基本方針 

都市化の動向及び人口の動態等に対応し、都市機能の向上と良好な生活環

境の保持等を図る上で必要となる、その他の公共施設については、長期的な

展望に立ち、それぞれの施設について整備を図る。 

 

ｂ主要な施設の配置の方針 

ア．ごみ処理施設 

廃棄物の減量、再資源化を推進するとともに、既存ごみ焼却場や資源

リサイクルセンターの維持・改善により施設の長寿命化を図る。 

 

イ．卸売市場 

既存の千葉県食品流通センターを維持する。 
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４）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

①主要な市街地開発事業の決定の方針 

  ア．松戸駅周辺地区 

本区域の中心市街地としてふさわしい広域的な商業・業務・文化機能の

集積を図るとともに、市街地再開発事業等により土地の高度利用や都市計

画道路、駅前広場、交通ターミナル、デッキ網等の整備による交通結節機

能の強化を図り、また、地区内に分散する公共施設の再編を行い、中心商

業地の都市機能の更新を進め、回遊性の高いまちの形成を図る。 

また、都心居住を促進するため、防災性の向上や土地の高度利用を進め

る等、利便性の高い良好な居住環境の形成を図る。 

 

  イ．小金地区 

北小金駅南口地区は、既存の再開発ビルと連携した居住・商業環境の充

実や防災性の向上を図るため、その周辺において、市街地再開発事業等に

より都市基盤施設の整備やオープンスペースの創出を行うとともに、土地

の健全な高度利用を促進する。 

北小金駅北口地区は、必要に応じて適切な市街地開発事業等により土地

の高度利用や都市基盤施設の整備、商業機能等の拡充を図るとともに、寺

社の参道に配慮した駅北口方面の顔づくりを推進し、個性的、魅力的な都

市空間の保全、修復、形成を図る。 

 

  ウ．馬橋駅周辺地区 

駅前広場や都市計画道路等の都市基盤施設の整備にあわせて土地の高度

利用を図る等、必要に応じて適切な市街地開発事業等により良好な市街地

の整備を図る。 
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  エ．秋山地区 

土地区画整理事業による計画的な開発が行われている地区であり、引き

続き都市基盤施設の整備を進め、良好な市街地の形成を図る。 

 

  オ．六実駅周辺地区 

商業・居住環境の充実等による拠点性の向上を図るため、市街地再開発

事業等により都市計画道路や駅前広場等の都市基盤施設の整備を行うとと

もに、土地の健全かつ合理的な有効利用や防災性の向上を図る。 

 

②市街地整備の目標 

   おおむね１０年以内に実施する予定の事業は、次のとおりとする。 

 事 業 名    地 区 名 称 
 

市街地再開発事業 ・松戸駅周辺地区 

・北小金駅南口地区 

・六実駅周辺地区 

土地区画整理事業 ・秋山地区  

（注）おおむね１０年以内に着手予定及び施行中の事業を含むものとする。 
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５）自然的環境の整備又は保全に関する主要な都市計画の決定の方針 

 ①基本方針 

本区域は、房総半島の付け根にあたる下総台地の西部に位置し、標高２０～

３０ｍの台地と、この台地が浸食されたことにより形成された谷津田部及び江戸

川の氾濫平野の沖積低地から成り立っている。 

これらの台地と低地の境には、数多くの斜面緑地があり、さらに市街地内に

おいても公園緑地、樹林地、生産緑地及び水辺空間等の緑が点在している。この

ような都市における緑は、都市生活にうるおいとやすらぎを与えるとともに、災

害時における延焼遮断や避難場所となる防災空間としての機能を有しているこ

とから、良好な都市環境を形成していく上で非常に重要な要因をなしており、今

日の都市生活において必要不可欠な多面的役割を果たしている。 

しかしながら、宅地開発等により、これらの緑も減少しつつあり、良好な居

住環境整備の面から保全・整備を図る必要がある。 

このような現況を踏まえて、安全で、健康で、快適な生活環境の確保及び緑

と調和のとれた魅力あるまちづくりを目指し、環境保全・レクリエーション・防

災・景観形成といった緑の多面的機能を向上させるため、貴重な自然環境の保全、

都市公園の整備・活用、個性ある緑の空間づくり等により、緑と水辺のネットワ

ークを形成することを基本方針とする。 

 

・緑地の確保目標水準 

緑地確保目標量 

（平成４７年） 

将来市街地に対する割合 都市計画区域に対する割合 
 

約13％ 

（約561ｈａ） 

約18％ 

（約1,110ｈａ） 
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・都市公園等の施設として整備すべき緑地の目標水準 

 
年   次 平成２２年 平成３７年 平成４７年 

 都市計画区域内人口 

 一人当りの目標水準 

 

9.5㎡／人 

 

9.8㎡／人 

 

10.9㎡／人 

 

 

②主要な緑地の配置の方針 

ａ環境保全系統 

本区域の骨格となる緑を形成している江戸川沿いの斜面緑地と江戸川河

川敷に代表される緑、２１世紀の森と広場を中心とする千駄堀・金ケ作地区

の樹林地等については、動植物の生育・生息地、都市公害の緩和及び環境負

荷の軽減等の機能を有していることから、保全に努める。 

 

ｂレクリエーション系統 

身近にある住区基幹公園（地区公園、近隣公園、街区公園）から、住民全

体を利用対象とする２１世紀の森と広場に代表される都市基幹公園（総合公

園、運動公園）まで、住民がいつでも都市公園を利用できるよう適正な配置

に努める。 

また、ライフスタイルの多様化に伴うスポーツ・レクリエーション活動や

健康・福祉社会へ対応するため、新たに整備する公園や既に設置された公園

の再整備において、利用機能の拡充に努める。 

 

ｃ防災系統 

    公園等の緑地は、市街地における火災延焼の抑制・遅延等、災害の抑制や、

安全な避難地、救援活動の拠点としての機能を有していることから、都市の

防災性の向上を図るため、防災機能の充実に努める。斜面地等については、

土砂災害を防止する緑地として位置づけ、これらを保全する。 
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ｄ景観構成系統 

    矢切・栗山地区等の帯状に連なる斜面緑地や、江戸川等の河川敷の広大な

緑の自然環境及びその周辺の農地は、本区域の重要な景観要素であるため、

その地形を生かした緑の連続性の保全に努める。 

また、本土寺やその参道にある緑、浅間神社の極相林等の地域の歴史風土

を伝える景観を構成している緑、本区域の代表的なシンボル性を持つ公園で

ある２１世紀の森と広場や戸定が丘歴史公園、常盤平さくら通り・けやき通

り等の落ち着いた魅力ある景観を形成している街路樹の保全に努める。 

 

③実現のための具体の都市計画制度の方針 

ａ公園緑地等の施設緑地 

ア．総合公園は、都市計画事業として整備に努める。 

イ. 地区公園、近隣公園、街区公園は、施設の更新や利用者ニーズの多様化

に応じた整備に努めるとともに、未整備地域においては優先的に配置し、

周辺環境に対応した整備に努める。また、必要に応じて都市計画事業とし

て整備に努める。 

 

ｂ地域制緑地  

ア．特別緑地保全地区は、本区域に存在する樹林地のうち、良好な自然的環

境を有し、景観が優れている樹林地を中心に指定する。 

イ．生産緑地地区は、公害や災害の防止、及び良好な都市環境の保全等の機

能を維持するため、一定面積の確保を目標に、既存地区の機能の保全を図

ることを基本とする。 

ウ．保全樹林は、本区域に存在する全ての樹林を保護対象として指定する。 

エ．その他、宅地開発事業において、緑地協定の締結を進める。 
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④主要な緑地の確保目標 

   おおむね１０年以内に整備を予定する公園等は、次のとおりとする。 

  ａ公園緑地等の施設緑地 

種  別 名  称  等 
 

総 合 公 園 ２１世紀の森と広場  

近 隣 公 園 松戸中央公園 
 

特 殊 公 園 （仮称）矢切の渡し公園 
 

特 殊 公 園 戸定が丘歴史公園 
 

（注）おおむね１０年以内に着手予定及び施行中の公園等を含むものとする。 

 

おおむね１０年以内に指定を予定する主要な特別緑地保全地区等は、次のと

おりとする。 

矢切地区の貴重な斜面緑地は、特に景観上優れた緑であるため特別緑地保全

地区等の指定に努め積極的な保全を図る。 

  ｂ地域制緑地 

種  別 名  称  等 
 

特別緑地保全地区 矢切地区 

（注）おおむね１０年以内に決定予定の地区等を含むものとする。 

 


